
第１１号議案 

   足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２２年２月２３日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関す

る法律（平成１４年法律第４８号）第３条第２項及び第７条第１項の

規定に基づき、専門的な知識経験を有する者の任期を定めた採用に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいず

れかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、

職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

 （１） 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要

するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事さ

せることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定

の期間困難である場合 

 （２） 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであ

ることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知

識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識

経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られ

る場合 

 （３） 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に



従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とさ

れる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確

保することが一定の期間困難である場合 

 （４） 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新

の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該

業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用する

ことができる期間が一定の期間に限られる場合 

 （任期の更新） 

第３条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員（

以下「任期付職員」という。）の任期を更新する場合には、当該職員

の同意を得なければならない。 

 （特別区人事委員会規則への委任） 

第４条 第２条の規定により任期を定めて職員を採用する場合における

公正の確保の基準並びに採用、退職、任期の更新等に関する手続並び

に任期付職員の職務の級及び号給の特例に関し必要な事項は、特別区

人事委員会規則で定める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                   

 （提案理由） 

 一般職の任期付職員を採用する必要があるので、この条例案を提出い

たします。 

   

   


